
 

 

「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の整備について 

 

１ 「地域共生社会」の実現について 

  少子高齢・人口減少、地域社会の脆弱化等、社会構造の変化の中で、人々が様々  

 な生活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域

住民等が支え合い、一人一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていくことの

できる「地域共生社会」の実現が求められている。 

 

２ モデル事業等の実施 

  平成 29 年の社会福祉法改正を踏まえ、各市町村における地域住民相互の支え合

いの体制づくりや関係機関の連携による包括的支援体制の整備を、「地域共生社会の

実現に向けた包括的支援体制構築事業（以下「モデル事業」という。）も活用しなが

ら進めてきたところである。また、令和元年５月に、厚生労働省に「地域共生社会

に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会（地域共生社会推進

検討会）」を設置し、同年 12 月に最終とりまとめが公表された。 
  

 ＜神奈川県内におけるモデル事業実施自治体＞   

平成29年度から（４年目） 藤沢市、小田原市 

令和元年度から（２年目） 茅ケ崎市 

令和２年度から（１年目） 横浜市、逗子市 
 

３ 令和２年６月社会福祉法改正 

  地域共生社会推進検討会の最終とりまとめやモデル事業の成果等も踏まえつつ、

令和２年６月に社会福祉法が改正され、市町村において、地域住民の複合・複雑化

した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、①相談支援（属性を

問わない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援）、

②参加支援、③地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事

業（新事業）を創設した。 

新事業の施行（令和３年４月）に向けて、より多くの市町村において、事業の実

施や次年度以降の実施に向けた準備を進める必要がある。 

 

４ 重層的支援体制事業の概要 

  詳細は別紙「厚生労働省資料」を参照。 

 ＜神奈川県内における重層的支援体制整備事業の開始予定(令和２年 11月時点)＞   

令和３年度（１市） 逗子市 

４年度（３市） 鎌倉市、藤沢市、小田原市 

５年度（１市） 秦野市 

検討中（11市、７町） 横浜市、相模原市、横須賀市、平塚市、茅ヶ崎市、 

厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、 

綾瀬市、寒川町、二宮町、大井町、松田町、山北町、 

開成町、清川村 

 

 

 

資料２－１ 



 

（参考）社会福祉法改正の内容 

重層的支援体制整備事業に関する事項  

（一） 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、次に掲げる

社会福祉法に基づく事業並びに介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律、子ども・子育て支援法及び生活困窮者自立支援法（以下「各法」とい

う。）に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住

民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な

環境を一体的かつ重層的に整備する事業として、重層的支援体制整備事業を行うことがで

きること。（第 106条の４関係）  

イ 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応

じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並

びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助等の便宜の提供

を行うため、各法の事業を一体的に行う事業  

ロ 地域生活課題を抱える地域住民であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するも

のに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪

問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供を行う事

業  

ハ 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保する

ための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互

の交流を行う拠点の開設等の援助を行うため、各法の事業を一体的に行う事業  

 

ニ 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及び

その世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに

関する情報の提供及び助言等の便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業  

ホ 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対

し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決する

ために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制

を整備する事業  

へ 複数の支援関係機関の連携体制による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対

し、包括的かつ計画的な支援を行う事業  

（二） 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第 106条の３第２項の指針に則

して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事

業実施計画を策定するよう努めること。（第 106条の５関係）  

（三） 市町村は、支援関係機関、重層的支援体制整備事業の委託を受けた者、地域生活課題を

抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者により構成される会議を組織す

ることができること。（第 106条の６関係）  

（四） 重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は市町村の支弁とすること。（第 106条の

７関係）  

（五） 国及び都道府県は、市町村に対し、重層的支援体制整備事業の実施に要する費用に充て

るための交付金を交付すること。（第 106条の８及び第 106条の９関係）  

（六） 重層的支援体制整備事業に係る特例  

市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合は、各法に基づく事業についての市町

村の支弁に係る費用から重層的支援体制整備事業に要する費用を除くための必要な読替え

を行うこと。（第 106条の 11関係） 


